
下松市建 設 工 事 の 発 注 に お け る 特 例 監 理 技 術 者 及 び 監 理 技

術 者 補 佐 の 取 扱 要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、下 松 市 建 設 工 事 の 発 注 に お け る 工 事（ 以 下「 市

発 注 工 事 」と い う 。）に 係 る 監 理 技 術 者 の 専 任 の 緩 和 に 関 し 、特

例 監 理 技 術 者 及 び 監 理 技 術 者 補 佐 の 取 扱 で 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

 

 （ 兼 務 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  受 注 者 は 、 請 負 設 計 金 額 が ３ 億 円 未 満 （ 営 繕 系 工 事 の 場

合 は ２ 億 円 未 満 ） の 市 発 注 工 事 の 監 理 技 術 者 の 職 務 を 兼 ね さ せ る

こ と が で き る 。  

 

 （ 兼 務 要 件 ）  

第 ３ 条  受 注 者 は 、 市 発 注 工 事 に お い て 特 例 監 理 技 術 者 を 配 置 す

る 場 合 は 、 次 の す べ て に 該 当 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

１  監 理 技 術 者 補 佐 を 専 任 で 配 置 す る こ と  

２  監 理 技 術 者 補 佐 は 必 要 な 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と  

３  監 理 技 術 者 補 佐 は 入 札 参 加 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関

係 に あ る こ と  

４  同 一 の 特 例 監 理 技 術 者 を 配 置 で き る 工 事 の 数 は 同 時 に ２ 件

ま で で あ る こ と  

５  特 例 監 理 技 術 者 が 兼 務 す る 工 事 現 場 間 の 距 離 が 概 ね 1 0ｋ

ｍ 以 内 で あ る こ と  

６   特 例 監 理 技 術 者 は 主 要 な 会 議 へ の 参 加 ､工 程 の 立 会 等 を 適

正 に 遂 行 で き る こ と  

７  特 例 監 理 技 術 者 と 監 理 技 術 者 補 佐 と の 間 で 常 に 連 絡 が 取 れ

る 体 制 で あ る こ と  

８  監 理 技 術 者 補 佐 が 担 う 業 務 等 に つ い て 、 明 ら か に す る こ と  

 

（特 例 監 理 技 術 者 配 置 の 審 査 ・ 確 認 等 ）  

第４条  条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 特 例 監 理 技 術 者 配 置 の 審 査 ・ 確 認

等 は 以 下 の と お り と す る 。  

 １  条 件 付 き 一 般 競 争 入 札  

(１ )入 札 手 続 き 時  

  入 札 公 告 に 、 特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 の 認 否 を 明 示 す る も の

と す る 。 特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 を 条 件 に よ り 認 め る 工 事 に お



い て 、 入 札 参 加 者 は 特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 を 予 定 す る 場 合 に

は 、 一 般 競 争 入 札 参 加 申 請 書 に 別 記 第 ３ － １ 号 様 式 （ 特 例 監

理 技 術 者 の 配 置 を 予 定 し て い る 場 合 の 確 認 事 項 ） を 添 付 す る

も の と し 、 こ の 添 付 が あ る こ と を 以 て 兼 務 可 能 で あ る も の と

し て 、 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 行 う も の と す る 。  

(２ )落 札 決 定 後  

当 該 工 事 へ 特 例 監 理 技 術 者 を 配 置 す る こ と と な る 場 合 （ 一

般 競 争 入 札 参 加 申 請 書 に 別 記 第 ３ － １ 号 様 式 の 添 付 が あ る も

の に 限 る 。 ） 要 件 を 満 た す こ と の 確 認 を 行 う た め 、 落 札 決 定

後 速 や か に 確 認 で き る 資 料 （ 別 紙 １ ） の 提 出 を 求 め 、 確 認 を

行 う も の と す る 。  

２  指 名 競 争 入 札  

(１ )入 札 手 続 き 時  

現 場 説 明 書 に 、 特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 の 認 否 を 明 示 す る も

の と す る 。  

(２ )落 札 決 定 後  

当 該 工 事 へ 特 例 監 理 技 術 者 を 配 置 す る こ と と な る 場 合 、 要

件 を 満 た す こ と の 確 認 を 行 う た め 、 落 札 決 定 後 速 や か に 確 認

で き る 資 料 （ 別 紙 １ ） の 提 出 を 求 め 、 確 認 を 行 う も の と す

る 。  

 

 （契 約 済 工 事 等 の 対 応 ）  

第５条  特 例 監 理 技 術 者 配 置 の 契 約 済 工 事 等 の 対 応 は 以 下 の と お

り と す る 。  

( 1 )  契 約 済 工 事  

       兼 務 対 象 工 事 で あ っ て 、 監 理 技 術 者 が 配 置 さ れ て い る 工 事

に お い て は 、 本 工 事 が 兼 務 対 象 工 事 で あ る こ と 、 及 び 兼 務 の

要 件 等 に つ い て 、 工 事 打 合 せ 簿 （ 記 載 例 ） に よ り 受 注 者 へ 通

知 す る も の と す る 。  

  ( 2 )  未 契 約 工 事  

     兼 務 対 象 工 事 で あ る 場 合 、契 約 後 、本 工 事 が 兼 務 対 象 工 事 で

あ る こ と 、及 び 兼 務 の 要 件 等 に つ い て 、工 事 打 合 せ 簿（ 記 載 例 ）

に よ り 受 注 者 へ 通 知 す る も の と す る 。  

 

 （その他）  

第６条  この要綱で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附  則  



 （施行期日）  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 別 紙 １ 】  

監 理 技 術 者 の 兼 務 要 件 を 満 た す こ と を 確 認 で き る 資 料  

 

項 目   要 件  確 認 書 類  

監 理 技 術

者 補 佐  

 

 

監 理 技 術 者 補 佐 の 資 格 を  

有 す る こ と  

 

一 級 施 工 管 理 技 士 等 の

国 家 資 格 の 合 格 証 の 写

し 、 又 は 、 学 歴 や 実 務

経 験 を 証 明 す る 書 類 な

ど  

直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用  

関 係 を 有 す る こ と  

健 康 保 険 被 保 険 者 証 の

写 し な ど  

兼 務 す る

他 の 工 事  

 

同 一 の 特 例 監 理 技 術 者 が

配 置 で き る 工 事 の 数 は 、

本 工 事 を 含 め 同 時 に ２ 件

ま で と す る こ と  

特 例 監 理 技 術 者 が 兼 務

す る 工 事 の コ リ ン ズ の

写 し な ど  

 

他 の 工 事

と の 距 離  

 

兼 務 で き る 工 事 の 施 工 場

所 は 、 本 工 事 の 施 工 場 所

か ら 概 ね １ ０ ｋ ｍ 以 内 で

あ る こ と  

本 工 事 場 所 と 他 工 事 の

距 離 が 確 認 で き る 資 料  

 

 

兼 務 す る

場 合 の 施

工 体 制  

 

以 下 の 点 に つ い て 明 ら か  

に す る こ と  

 

・ 特 例 監 理 技 術 者 は 、 施

工 に お け る 主 要 な 会 議 へ

の 参 加 、 現 場 の 巡 回 及 び

主 要 な 工 程 の 立 会 等 の 職

務 を 適 正 に 遂 行 す る  

 

・ 特 例 監 理 技 術 者 と 監 理  

技 術 者 補 佐 と の 間 で 常  

に 連 絡 が 取 れ る 体 制 を  

と る  

 

・ 監 理 技 術 者 補 佐 が 担 う

業 務 等  

業 務 分 担 、 連 絡 体 制 等

を 記 載 し  

た 書 類  

 

 

 



工 事 打 合 せ 簿                  （ 記 載 例 ）  

１ 本 工 事 は 、 建 設 業 法 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 た だ し 書 の 規 定 の 適 用 を 受 け る

監 理 技 術 者 （ 以 下 「 特 例 監 理 技 術 者 」 と い う 。 ） の 配 置 を 、 次 項 に 定 め

る 条 件 に 適 合 し た 場 合 に 認 め る 工 事 で あ る 。  

２  本 工 事 に お い て 、 特 例 監 理 技 術 者 の 配 置 を 行 う 場 合 は 、 以 下 の ( 1 )～

( 8 )の 要 件 を 全 て 満 た さ な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )建 設 業 法 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 た だ し 書 に よ る 監 理 技 術 者 の 職 務 を 補 佐 す

る 者 （ 以 下 「 監 理 技 術 者 補 佐 」 と い う 。 ） を 専 任 で 配 置 す る こ と 。  

( 2 )監 理 技 術 者 補 佐 は 、 一 級 施 工 管 理 技 士 補 又 は 一 級 施 工 管 理 技 士 等 の

国 家 資 格 者 、 学 歴 や 実 務 経 験 に よ り 監 理 技 術 者 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る

こ と 。 な お 、 監 理 技 術 者 補 佐 の 建 設 業 法 第 ２ ７ 条 の 規 定 に 基 づ く 技 術 検

定 種 目 は 、 特 例 監 理 技 術 者 に 求 め る 技 術 検 定 と 同 じ で あ る こ と 。  

 ( 3 )監 理 技 術 者 補 佐 は 入 札 参 加 者 と 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る

こ と 。  

 ( 4 )同 一 の 特 例 監 理 技 術 者 を 配 置 で き る 工 事 の 数 は 、 本 工 事 を 含 め 同 時

に ２ 件 ま で と す る 。 （ た だ し 、 同 一 あ る い は 別 々 の 発 注 者 が 、 同 一 の 建

設 業 者 と 締 結 す る 契 約 工 期 の 重 複 す る 複 数 の 請 負 契 約 に 係 る 工 事 で あ っ

て 、 か つ 、 そ れ ぞ れ の 工 事 の 対 象 と な る 工 作 物 等 に 一 体 性 が 認 め ら れ る

も の  （ 当 初 の 請 負 契 約 以 外 の 請 負 契 約 が 随 意 契 約 に よ り 締 結 さ れ る 場

合 に 限 る 。 ） に つ い て は 、 こ れ ら 複 数 の 工 事 を 一 の 工 事 と み な す 。 ）  

 ( 5 )特 例 監 理 技 術 者 が 兼 務 で き る 工 事 の 施 工 場 所 は 、 本 工 事 の 施 工 場 所

か ら 概 ね １ ０ ｋ ｍ 以 内 の 工 事 で あ る こ と 。 な お 、 兼 務 す る 工 事 の 発 注 機

関 は 問 わ な い 。  

・ 本 工 事 場 所 と 他 工 事 の 距 離 が 確 認 で き る 資 料  

( 6 )特 例 監 理 技 術 者 は 、 施 工 に お け る 主 要 な 会 議 へ の 参 加 、 現 場 の 巡 回

及 び 主 要 な 工 程 の 立 会 等 の 職 務 を 適 正 に 遂 行 で き る こ と 。  

( 7 )特 例 監 理 技 術 者 と 監 理 技 術 者 補 佐 と の 間 で 常 に 連 絡 が 取 れ る 体 制 で

あ る こ と 。  

( 8 )監 理 技 術 者 補 佐 が 担 う 業 務 等 に つ い て 、 明 ら か に す る こ と 。  

・ 上 記 ( 6 )～ ( 8 )に つ い て 記 載 し た 業 務 分 担 、 連 絡 体 制 等 を 記 載 し た 書 類  

３  本 工 事 の 監 理 技 術 者 が 特 例 監 理 技 術 者 と し て 兼 務 す る こ と と な る 場

合 、 前 項 ( 1 )～ ( 8 )の 事 項 に つ い て 確 認 で き る 書 類 （ 別 紙 １ ） を 提 出 す る

こ と 。  

４  本 工 事 に お い て 、 特 例 監 理 技 術 者 及 び 監 理 技 術 者 補 佐 の 配 置 を 行 う

場 合 又 は 配 置 を 要 さ な く な っ た 場 合 は 、 適 切 に コ リ ン ズ へ の 登 録 を 行 う

こ と 。  

 


